


部 会 部会と取り扱う既存会議体等

在宅医療連携部会 江東区在宅医療連携推進会議、在宅医療多職種連携研修

認知症部会 認知症施策推進会議

障害児〈者〉の医
療・福祉サービス
部会

地域自立支援協議会
医療的ケア児支援連携会議
難病対策地域協議会

生活支援部会 下町支え合い会議、高齢者見守り連絡会、高齢者地域見守
り連絡会

情報共有部会 ＩＣＴ準備協議会

各部会報告

資料１
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在宅医療連携部会
会議在宅医療連携推進会議

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) ■町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 ■民生・児童委員

■訪問介護 □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

令和4年度は令和5年1月23日（月）江東区文化センター
◆在宅医療連携推進事業の実施報告と、在宅医療連携につ
いての現状把握、課題共有
◆在宅医療連携推進事業の進め方の検討及び意見交換

課
題

①在宅医療をすすめるためのスムーズな連携のあり方
②地域での体制づくり
③区民への周知・啓発

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

事業については感染症の動向を見ながらの対応とする。
①在宅医療の連携のための情報共有、体制づくり
現状課題の再確認、連携シートの活用度などアンケート

調査より把握、連携シート一部改訂予定
②区民への周知・啓発
令和4年度在宅医療シンポジウム 令和４年10月30日開催
「住み慣れた地域で最期まで暮らすために～コロナ禍にお
ける在宅療養の実際～」、区民学習会を開催
令和5年度
医療機関マップ・在宅療養ガイドブック改訂予定
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認知症部会

会議認知症施策推進会議

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) ■柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 ■社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会

■介護支援専門員 □民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

認知症施策推進会議（全2回）

第1回 令和4年7月28日（木）

【内容】 令和3年度の実績報告等
第2回 令和5年2月22日（水）

【内容】 令和4年度の認知症関連事業の実施状況

（地域支援推進員、もの忘れ予防健診等）

課
題

認知症本人と家族を支える地域づくりの推進

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

①認知症サポーターを地域で活動する「チームオレン

ジ」につなげるため、サポーター養成講座およびステッ

プアップ研修を実施し、認知症本人と家族のニーズに応

えた地域での支援の推進を目指す。

②認知症の早期発見・早期支援の取り組みとして、令和4

年度より、70歳を対象としたもの忘れ予防健診を実施。
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会
議地域自立支援協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

□医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

□歯科医 ■社会福祉協議会

□薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

□看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

□介護支援専門員 □民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 □長寿サポートセンター

開
催
内
容

・相談支援体制について
・専門部会の活動報告及び予定

課
題

・計画相談支援事業者の支援
・関係機関の連携による地域で支える体制の強化
・基幹相談支援センターの設置検討
・障害者福祉センターや児童発達支援センター等の区の

障害者（児）施策における中核施設の役割・機能強化の検討

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

・計画相談事業者支援の機能充実及び地域ネットワークを強化
するため、地域における支援体制の検討を行う。

・各専門部会で集約した地域課題の情報共有及び解決策の検討
を行う。

・上記組織や施設の方向性や素案について検討を行う。
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会
議医療的ケア児支援連携会議

構
成
員(

参
加
は
■)

予
定

■医師 □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

□薬剤師 □社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師 □町会・自治会、一般区民

□介護支援専門員 □民生・児童委員

■介護福祉士(訪問、通所) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 □長寿サポートセンター

■その他（特別支援学校コーディネーター、相談支援専
門員、保育関係等）

開
催
内
容

第1回（令和4年12月7日）
医療的ケア児の現状報告、関係機関からの報告等
第2回（令和5年3月15日）
令和５年度予算について、関係機関からの報告（予定）

課
題

①保護者の負担軽減
②関係機関の連携や情報共有

課
題
解
決
に

向
け
た
取
組

・医療、福祉、子育て、教育など、各分野における支援
に関する情報を一元化したガイドブックの作成。
・医療的ケア児対応事業所の拡充を目的とした講演会の
実施。
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会議難病対策地域協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

■歯科医 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 □民生・児童委員

■介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職

■その他（ハローワーク、
東京都疾病対策課）

■長寿サポートセンター

開
催
内
容

令和5年1月23日（月）開催
難病対策事業の報告及び情報交換
その他

課
題

①難病患者の個々の療養・生活に応じた支援
②難病患者が利用できる制度・サービスの周知

課
題
解
決
に
向
け
た
取

組

・難病医療費助成申請時の面接で個々の療養・生活状況の
確認、利用できる制度の周知
・災害時の備えとして、災害時個別支援計画の策定や自家
発電装置給付事業の推進
・専門医や医師会、歯科医師会、薬剤師会の他、看護、介
護、東京都の担当者やハローワーク、患者代表など多岐に
わたった関係機関による意見交換
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生活支援部会

会
議

下町支え合い会議
高齢者見守り連絡会、高齢者地域見守り連絡会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

□歯科医 ■社会福祉協議会

□薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

□看護師(訪問看護師) ■町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 ■民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

・「下町支え合い会議」は、多様な関係主体間の情報共
有及び連携推進を図るため、令和5年2月7日に開催した。
・「高齢者見守り連絡会」は年１回開催予定、「高齢者
地域見守り連絡会」は全８回、地域毎に実施した。

課
題

①高齢者の活動の場やきっかけづくり
②地域の多様な主体が助け合い活動を行っていくための
機運・醸成

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

①「シニア世代地域活動あと押しセミナー」において地
域活動の説明・相談会を実施した。地域を支える担い手
による活動事例を紹介し、受講生への多様なきっかけづ
くりを図った。
②平成30年度より介護予防・日常生活支援総合事業とし
て本格実施した通所型サービスＢ「ご近所ミニデイ」運
営団体の新規開設を図った。今後も拡充を目指して積極
的にＰＲしていくほか、実施団体の円滑な運営に向けた
支援等を行っている。
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情報共有部会

会
議ＩＣＴ準備協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(担当理事) □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 □民生・児童委員

■介護福祉士(訪問、福祉用具) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職(PT、ST） ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

令和5年2月3日（金）
【内容】MCSの利用状況に関する報告

課
題

１．多職種からなる関係機関の情報共有について
２．特にICTを利活用した情報共有について

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

他区のMCSの利用状況に関して調査結果を報告した。今後
は行政と医療機関、介護事業所等との情報共有の方法に
ついて、広く情報収集や個人情報の取扱い方法の変化を
踏まえ、MCS以外のICTツールも含めて検討する。
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多職種連携の取組

事例

住民主体の取組

事例

事例１ 江東区助け合い活動連絡会通信
2022年度地域活動団体現況調査報告書

◆多職種連携の取組事例

◆住民主体の取組事例

資料２

事例１ 江東区医師会
事例２ 順天堂東京江東高齢者医療センター

事例３（公社）東京都理学療法士協会江東区支部



令 和 ５ 年 ３ 月 14 日  

江 東 区 医 師 会  

 

地域包括ケア全体会議 団体報告 
 

１． 介護 保険 への 取 り組 み  

（１）保険 者（江 東 区）と の連 絡協 議会（介護 保険 検討 委員 会）の 実施  

（２ ）介 護保 険審 査 会へ の委 員の 派遣 と 審査 判定 への 協力  

（３ ）主 治医 意見 書 研修 会の 開催  

（４ ）主 治医 意見 書 検討 委員 会の 実施  

 

２． 多職 種連 携へ の 取り 組み  

（１ ）ブ ロッ ク別 多 職種 意見 交換 会の 開 催  

（２）多職 種間 コミ ュニ ケー ショ ンツ ー ル、メ ディ カル ケア ステ ーシ ョ

ン（MCS）の 普及 啓発  

（３ ）訪 問看 護ス テ ーシ ョン 運営  

（４ ）重 度障 害者 等 リハ ビリ テー ショ ン 支援 事業 の実 施  

 

３． 在宅 医療 への 取 り組 み  

（１ ）主 治医 ―副 主 治医 調整 委員 会開 催  

（２ ）江 東区 医師 会 病診 救急 ネッ トワ ー クの 啓発  

（３）江東 区在 宅医 療相 談窓 口の 開設（ 江東 区医 師会 訪問 看 護ス テー シ

ョン 内）  

（４ ）小 児在 宅医 療 推進 委員 会（ 講演 会 、研 修会 ）の 開催  

（５ ）江 東区 在宅 医 療シ ンポ ジウ ムへ の 参加 、協 力  
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４． 認知 症へ の取 り 組み  

（１ ）認 知症 初期 集 中支 援事 業へ の認 知 症サ ポー ト医 派遣 、 協力  

（２ ）認 知症 サポ ー ト医 取得 のた めの 助 成事 業  

（３ ）江 東区 認知 症 検診 実施  

 

５． 難病 への 取り 組 み  

（１ ）江 東区 保健 所 難病 相談 事業 への 協 力  

（２ ）江 東区 医師 会 難病 療養 相談 事業 の 実施  

（３ ）在 宅難 病患 者 訪問 事業 の実 施  

 

６． 障害 者へ の取 り 組み  

（ １ ） 障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 江 東 区 介 護 給 付 等 の 支 給 に 関 す る 審

査会 への 委員 の派 遣 、医 師意 見書 記載 に 係わ る協 力医 への 協 力要 請  
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順天堂東京江東
高齢者医療センター

認知症疾患医療センターの取組

地域包括ケアシステムの取組

認知症疾患医療センターの取組

課題と課題解決に向けた取組

【会議】

①認知症疾患医療センター連携協議会の開催（出席者：医師会、行政担当者、地域包括支
援センター）
②認知症初期集中支援チーム情報交換会の開催（出席者：行政担当者）

【研修】
①医師・看護師・介護従事者向け認知症研修の開催（江東区・江戸川区・墨田区対象）

【家族・介護者・地域住民向け】
①順天堂ひまわりカフェオンライン交流会（認知症カフェ）
②臨床美術活動「HIMAWARI ART CLUB」 （木場公園・KIBACO） ≪予定≫

認知症疾患医療センターは地域の医療機関同士及び医療と介護の連携を強化し、認知症
の人が地域で安心して生活を継続できるように支援体制を構築する役割を担っています。

【認知症疾患医療センター 3つの柱】
・認知症専門医療の提供
・地域連携の推進
・人材育成

●認知症専門医・専門看護師・臨床心理士・精神保健福祉士等の多職種構成
●認知症専門の相談窓口（受診・入院に関する相談、外来受診予約）
●江戸川区・墨田区の認知症疾患医療センターとの連携
●会議・研修・講演会などの主催や講師派遣協力
●認知症の人と家族向けの地域活動

【課題解決に向けた取組】
① 若年性認知症総合支援センターとの連携
② 家族も参加可能な外部活動開催を検討
③ 認知症地域支援推進員との連携

多職種連携の取組

事例１

【課題】
① 若年性認知症の診断後支援
② 当院受診患者の家族介護者向け交流会が中止している
③ 地域での認知症支援に関する状況把握が薄い
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資料４ 
 

 
令和３年度地域課題検討型地域ケア会議 

概要 

（深川南・城東北・城東南） 

 

 









連番 地域課題 提案 照会先 区の考える現状・課題 実施可否 課題に対する区の取組状況等

1

介護サービス事業者が日本語
でのコミュニケーションをと
ることが困難な利用者の対応
をする際に、多言語対応可能
な事業所等の情報がまとまっ
ていないため、対応や調整に
時間を要する。

区内の介護事業者等の情報を
インターネット上で提供して
いる「介護事業者情報検索シ
ステム」において、多言語対
応可能な事業所を検索できる
ようにしてほしい。

介護保険課

「介護事業者情報検索システム」について、利用
者にとって必要な情報をすべて網羅しているわけ
ではなく、利用に時間を要する場合がある。ま
た、検索システムの中で、必要な情報を更新する
頻度が事業者によって差があり、施設の空き状況
などが最新のものとして反映されていないなど、
正確な情報を提供できていない面がある。

実施予定

委託先に確認したところ、事業者検索の中で多言語対応可能か
どうかの項目は追加することができるということのため、項目
を追加したうえで、ケア俱楽部で事業所に対応可否の更新を促
したり、事業者に向けた年一回の一斉調査の際に、対応可否に
ついて確認するなど、掲載までの手順について今後検討してい
く予定である。

社会福祉協議会
地域福祉推進課 ・日本語でのコミュニケーションをとることが困

難な方についてのご相談をいただくことがない。

実施困難

・区内にはボランティア登録をしている方が2000名(70代多)を
超えており、登録者に向け通訳ボランティアを依頼することは
可能。しかし、依頼者のタイミングで見つかるかどうかは分か
らない。

・今現在、日本語でのコミュニケーションをとることが困難な
方の中には、若い世代(家族)の力を借りて生活している方も多
いとのこと。今後、家族より意向があれば、困りごとの相談が
できるようなコミュニティを新たに立ち上げられるよう後方支
援をおこなう。

社会福祉協議会
ボランティアセ

ンター
・日本語でのコミュニケーションをとることが困
難な方についてのボランティア依頼は時々ある。

実施済

・通訳依頼があった場合は、個人ボランティアまたは、登録団
体を紹介している。
・江東ボランティア・センターへ個人登録をしている方は約
2000名（※通訳以外のボランティアを含む）おり、登録者へ通
訳ボランティアを依頼することは可能。しかし、依頼者のタイ
ミングで見つかるかどうかは分からない。
・英語、中国語等のメジャーな言語は、内容によっては対応し
てくれる。
・通訳ボランティアが必要な際には、当センターにご相談いた
だきたい。

課題・提案と区の取組状況等（令和３年度地域課題検討型地域ケア会議）
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日本語でのコミュニケーショ
ンをとることが困難な方への
支援について、通訳の人が見
つからないと問題解決に時間
を要する。中国語などの通訳
をすることができる区民は多
くいるが、通訳ボランティア
を探すことが難しい。

区民が主体的に通訳ボラン
ティア活動に参加できるよう
支援し、ボランティアをした
い区民と必要としている区民
とのマッチング機能を強化し
てほしい。
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連番 地域課題 提案 照会先 区の考える現状・課題 実施可否 課題に対する区の取組状況等

3
ハンディキャップのある人も
参加しやすい居場所づくりが
必要である。

固定のメンバーだけでなく、
どんな人でも参加できる居場
所がほしい。

社会福祉協議会
地域福祉推進課

社協では交流の場づくりとして、住民主体の居場
所である「ふれあい・いきいきサロン」および
「多機能型地域福祉活動拠点（多世代交流の居場
所）」への支援と、社協主催で「社協カフェ」を
行っている。
「ふれあい・いきいきサロン」では、どなたでも
参加できることが登録要件であるが、会場の都合
（広さや仕様）・感染症対策として参加者の受入
に制限が生じている。
「多機能型地域福祉活動拠点（多世代交流の居場
所）」では、定期的に活動できる会場や担い手の
確保、活動資金が課題となっている。
また、「社協カフェ」は区内4箇所で開催している
が、より広く周知を図ることが必要となってい
る。

検討・調査中

「ふれあい・いきいきサロン」においては新規サロンがより立
ち上げやすくなるよう登録要件の見直しを図り、「多機能型地
域福祉活動拠点（多世代交流の居場所）」においては現在の活
動の周知を進めながら、活動場所の提供・協力についても周知
を図る等、より住民が活動しやすい環境を整えていく。
また、社協主催の居場所については、「社協カフェ」開催回数
を見直す他、今後「地域拠点」が設置された際には交流の場を
設けることを予定していく。

サロン活動に対して行ってい
る活動助成において、移動支
援を追加してほしい。

社会福祉協議会
地域福祉推進課

「ふれあい・いきいきサロン」は住民主体の活動
であるため、住民間のつきあいにより従前からの
参加者がひとりでの参加が困難となった場合等、
サロンによっては個々のケースに合わせて自主的
に送迎を行っている。
サロンより、コロナ禍以降、外出自粛により身体
機能が低下した参加がいることも聞かれるが、サ
ロンの担い手側の都合や高齢化といった事情も加
わり、積極的に移動支援は行われていない。

実施困難

ふれあい・いきいきサロンは住民の自主的な活動のため、仮に
移動支援の助成を設けても、移動支援に協力できるサロンが出
現する可能性は低く、その機能を求めることは困難と考える。
しかしながら、このような課題があることについてサロン側へ
理解を促す、また身近にサロンが立ち上げやすくなるように登
録要件の見直しを図る等、対応可能なことから取り組んで行
く。

移動支援事業の周知促進をし
てほしい

障害者支援課

障害者サービスとしての移動支援は実施してい
る。
対象者は、身体（肢体不自由1・２級）・知的・精
神障害者（児）・難病患者等である。障害者につ
いては、「障害者福祉のてびき」や区ホームペー
ジで周知しているところである。

実施済
障害者（児）を対象とした移動支援事業は実施済みであり、周
知されている状況である。

ハンディキャップのある方が
サロン活動等に参加したいと
の希望があるとき、移動手段
の問題から利用ができないこ
とがある。交流の場に参加し
たい区民が誰でも行けるよう
な移動支援が必要である。
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連番 地域課題 提案 照会先 区の考える現状・課題 実施可否 課題に対する区の取組状況等

5

誰でも気軽に集まることがで
きる「居場所」に、障害者の
方が安心して参加できるよう
区民が障害に対する理解を深
めることが必要である。

区民が障害それぞれの特性や
当事者が抱える問題等につい
て理解を深め、地域全体が障
害者をサポートする体制づく
りをしてほしい。

障害者施策課

　障害者が地域で安心して暮らすためには、障害
への理解が社会全体に広がることが不可欠であ
る。現在、下記のとおり広報活動の充実等により
障害への理解を深める取り組みを行っている。今
後も引き続き、様々な手段を通じて障害理解を深
めていく。

実施済

　令和4年度、障害者施策課では、障害への理解を深めるため
以下の取り組みを行っている。
1.障害者週間における取り組み
（1）障害者福祉大会（12月3日）
（2）区立図書館のおける展示（11月19日から12月15日）
（3）区公式YouTubeにおける障害者施設・団体活動紹介動画公
開（12月3日公開）
（4）バーチャル美術館展示
　区内障害者施設利用者作品（12月1日から12月20日、1月5日
から1月23日）
　区立小・中学校特別支援学級児童生徒作品（2月7日から3月
31日）
2.リーフレット等作成・配布
（1）手話を知ろう
（2）手話言語条例周知リーフレット「誰もが安心して心豊か
に暮らせるまちへ」
（3）小学5年生向けデジタル版リーフレット「広げようこころ
のバリアフリー」
（4）コミュニケーションハンドブック
3.その他取り組み
（1）区報コラム掲載（年6回偶数月）
　　　第1～2回「障害者差別解消法」
　　　第3～6回「発達障害」
（2）手話言語条例紹介動画公開（通年）
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外国籍の区民も気軽に集まる
ことのできる居場所づくりの
ために、区民が多文化共生に
対する意識をを高めることが
必要である。

日本国籍の区民が外国籍の区
民への理解を深め、地域全体
がサポートできる体制づくり
をしてほしい。

地域振興課

　近年、江東区に居住する外国籍区民は約３万人
で推移しており、多様な価値観を持って生活して
いる。外国籍区民への情報発信などの日常生活や
日本国籍区民との相互理解などの多文化共生の意
識、外国籍区民と連携した地域活動やコミュニ
ティ・グループなどの地域との交流における課題
などがある。

実施予定

　区民が国籍や人種・文化の違いを問わず、お互いを尊重し、
共に地域の一員として安心して暮らすことができる多文化共生
社会の実現を推進するため、令和４年度に「江東区多文化共生
推進基本指針」を策定する予定である。
　今後は、基本指針を基づき取り組んでいき、江東区民まつり
中央まつりでの「国際交流友好の広場」や例年３月に開催する
「国際交流のつどい」の既存のイベントを通じて、相互理解を
深め、啓発を行っていく。
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連番 地域課題 提案 照会先 区の考える現状・課題 実施可否 課題に対する区の取組状況等

清掃リサイクル
課

江東区の家庭から排出される生ごみのうち、食品
ロスは３０パーセントを占めており、その量は
6,000ｔと推計されている。その食品ロスを削減す
ることにより、廃棄するために発生するCO2を減ら
し「ゼロカーボンシティ江東区」の実現を目指す
ため、家庭で余っている食品（まだ食べられるの
に捨ててしまう食品＝食品ロス）を回収し、必要
としている人へ提供する事業、「フードドライ
ブ」を実施している。

実施済

【現在の取り組み】
　清掃リサイクル課では、上記の課題を解決するためにフード
ドライブを実施している。
現在は清掃リサイクル課窓口と、有明にある「無印良品東京有
明」の店舗で常設回収を行っている。
集めた食品は、清掃リサイクル課職員が回収に伺い、防災セン
ター6階の執務室内で保管し、2か月に1度の割合でこども家庭
支援課を通じて、希望する区内こども食堂（約10か所）へ提供
している。
　集めた食材のうち、比較的消費期限の短いもの、こども食堂
に適さないものなどは、職員の手で選別をし、フードバンク団
体である「セカンドハーベスト・ジャパン」（台東区）へ提供
している。
　令和5年1月からは、各文化センター・スポーツセンター15か
所で常設回収を実施し、さらなる食品ロス削減を推進する。こ
ちらの窓口で集めた食品は、月に一度委託業者が回収し、「セ
カンドハーベスト・ジャパン」へ提供することとしている。

【課題】
　清掃リサイクル課は回収した食品は、区内はこども食堂運営
団体への提供のみであり、それ以外は区外フードバンク団体へ
提供している。すべてを区内の食品を必要としている方に提供
できることが理想であるが、区内に全量を受け入れられるフー
ドバンク団体がないことが課題である。
　集めた食品を十分に保管・仕分けできる場所と、様々な理由
により食品を必要としている人へ適切に提供できる専門的スキ
ル（社会福祉士等）を持つ人材が常駐するフードバンクが区内
に設置されることを望んでいる。

社会福祉協議会
地域福祉推進課

社会福祉協議会では、一時的に困窮した方に対
し、緊急対応用に食料を購入して支援を行ってき
たが、周知を図っていないため、ニーズへの対応
は不十分な状況にある。

検討・調査中

南砂長寿サポートセンターとフードバンク江東の活動について
は認識をしており、住民有志から協力の声も上がっていること
から、清掃リサイクル課と連携を図り、実施に向け検討を進め
ていく。
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これまで、南砂長寿サポート
センターとフードバンク江東
が中心となり、フードバンク
の立ち上げやフードパント
リー活動の実施をしてきた。
活動を継続していく上で、関
係機関の協力は不可欠であ
り、区内のどの地域でも活動
ができるよう体制を整備する
必要がある。

関係機関で検討を進めている
フードパントリー事業につい
て、事業を推進してほしい。
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